
件
名所

得
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
要
件
を
定
め
る
件



- 1 -

○
金
融
庁
告
示
第

号

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
要
件
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
六
年

月

日

金
融
庁
長
官

栗
田

照
久

所
得
税
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
要
件

は
、
当
該
社
債
（
同
号
に
規
定
す
る
社
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
制
限
（
当
該
社
債
の
発
行
に
関
す
る

契
約
に
よ
り
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
譲
渡
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
付
し
、

か
つ
、
当
該
社
債
が
そ
の
発
行
の
時
か
ら
継
続
し
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
（
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法
に
よ
り

記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
表
示
さ
れ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
社
債
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
以
外
に
取
得
さ
せ
、
又
は
移
転
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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イ

金
融
機
関
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う

。
）
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
）
が
当
該
社
債
を
固
有

財
産
と
し
て
有
す
る
場
合

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
令
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
）
が
当

該
社
債
を
取
得
す
る
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
に
掲
げ

る
行
為
に
係
る
業
務
と
し
て
当
該
社
債
の
預
託
を
受
け
る
場
合

三

当
該
社
債
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
の
移
転
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
社
債
の
譲
渡
に
つ
い
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が

で
き
る
要
件
を
備
え
る
た
め
必
要
な
措
置
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。


